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はじめに 

「選挙区及び定数に関する在り方調査会」（以下「調査会」という。）は、三

重県議会基本条例第 13条第１項の規定に基づく調査機関として、三重県議会

における選挙区及び定数の在り方について調査するため、令和元年（2019年）

６月 28日に設置された。 

 

調査会は、学識経験を有する者８名からなり、三重県議会における選挙区及

び定数の議論に資するため、専門的・学術的な観点から、人口減少・地方創生

時代における県議会の在り方や果たすべき役割を示したうえで、一票の較差や

地域間の均衡等留意すべき論点について調査する役割を担っている。 

 

その後、同年 10月７日開催の第１回調査会において、三重県議会議長から

調査会に対して、「人口減少・地方創生時代における県議会の在り方や果たす

べき役割」とそれを踏まえた「三重県議会の議員の定数及び選挙区の在り方」

について調査・報告を求める諮問がなされた。 

 

当該諮問を受け、調査会において、これまで計 10回の会議を開催し、委員

間で協議を重ねるとともに、２回にわたって、三重県内の現地調査を実施して

きたところである。 

 

なお、第６回調査会からは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ウ

ェブ会議システムを用いて議論を進めることとなった。 

 

調査会では、まず「人口減少・地方創生時代における県議会の在り方や果た

すべき役割」を中心に調査を行い、最終報告に向けた議論をより充実したもの

とするために、これまで提示された意見や考え方を整理した「論点整理」とし

て中間報告を作成し、令和２年（2020年）３月、三重県議会議長に提出した。 

 

その後、調査会では、中間報告で示した論点を踏まえつつ、「三重県議会の

議員の定数及び選挙区の在り方」を中心に調査を行うとともに、中間報告で整

理した論点についても、引き続き調査を行った。 

 

本報告書は、これまでの調査会で議論された内容を踏まえ、諮問事項に対す

る調査結果を取りまとめた最終報告書である。 
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選挙区及び定数に関する在り方調査会 検討経過 

 

 

 

 

 

月日 調査会等 概要

６月28日 本会議
「選挙区及び定数に関する在り方調査会」を議
決により設置

10月７日
第１回調査会
（東京都）

・諮問書の交付
・三重県の選挙区等の状況について
・調査の進め方について

11月14日
第２回調査会
（東京都）

・会議運営等について
・現地調査について
・「人口減少・地方創生時代における県議会の
在り方や果たすべき役割について」の論点整理
について

12月１日
～２日

第１回現地調査
（南伊勢町、大台町、
尾鷲市、熊野市）

・南部地域の地理的状況等の確認
・当該地域における課題やそれへの対応、県と
市町の関係等の聴取

12月９日
第３回調査会
（東京都）

・第１回現地調査の報告について
・「人口減少・地方創生時代における県議会の
在り方や果たすべき役割について」の論点整理
について

１月28日
第２回現地調査

（四日市市、桑名市）

・北部地域の地理的状況等の確認
・当該地域における課題やそれへの対応、県と
市町の関係等の聴取

１月30日
第４回調査会
（東京都）

・第２回現地調査の報告について
・中間取りまとめ骨子について

２月18日
第５回調査会
（東京都）

・中間報告（論点整理）（案）について

３月12日 中間報告（論点整理） 　三重県議会議長へ提出

５月29日
第６回調査会
（Web会議）

・三重県議会の議員の定数及び選挙区の在り方
について

６月22日
第７回調査会
（Web会議）

・三重県議会の議員の定数及び選挙区の在り方
について
・人口減少・地方創生時代における県議会の在
り方や果たすべき役割について

７月28日
第８回調査会
（Web会議）

・人口減少・地方創生時代における県議会の在
り方や果たすべき役割について
・最終報告書（座長案）骨子について

８月31日
第９回調査会
（Web会議）

・報告書（最終報告・座長素案）について

９月29日
第10回調査会
（Web会議）

・報告書（最終報告・座長案）について

令和元年（2019年）

令和２年（2020年）
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第１章 県の人口減少・地方創生の状況等 

本章では、三重県の人口減少・地方創生の状況について、既存の資料等を整

理し、調査会に諮問された事項を議論するに当たって前提となる現状を記述す

る。 

 

１ 人口減少の状況 

三重県の総人口は、全国より１年早い平成 19年（2007年）をピークに

減少が続いている。地域別にみると、北中部地域1では、平成 20年（2008

年）を境に減少に転じているのに対して、南部地域2では、昭和 30年

（1955年）には既にピークを迎えており、その後減少が続いている。 

 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 30年（2018年）３月 30日に公表

した将来推計人口によると、平成 27年（2015年）の人口を 100.0とする

と、令和 27年（2045年）には三重県の人口は 78.8まで減少する見込みで

ある。また、北中部地域と南部地域を比較してみると、北中部地域の人口

は平成 27年（2015年）の人口を 100.0とすると、82.5（令和 27年（2045

年））と 17.5ポイントの減少にとどまるのに対して、南部地域の人口は

61.8（令和 27年（2045年））と 38.2ポイントの減少となる見込みであ

る。中には 30.4（令和 27年（2045年））と 69.6ポイントの人口減少が見

込まれる市町も存在している。 

 

このことから、県の総人口が減少していくということに加えて、人口の

地域間格差が今後ますます拡大していくことも、人口減少に伴い三重県が

直面する状況として存在しているといえる。  

                         

1 津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、 

 木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町の９市７町のこと。 
2 伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀町、 

 南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の５市８町のこと。 
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図表１ 三重県および全国の 5年ごとの人口および将来推計人口の推移 

 
※ 「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」から引用 
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図表２ 三重県市町別将来人口推移 

 

 

  

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

津市 100.0 97.8 94.9 91.7 88.3 84.8 81.2

四日市市 100.0 100.0 99.2 97.7 95.8 93.5 91.1

松阪市 100.0 97.1 93.6 89.9 86.0 81.9 77.7

桑名市 100.0 99.5 98.2 96.4 94.3 91.8 89.1

鈴鹿市 100.0 98.0 95.2 91.8 87.9 83.8 79.6

名張市 100.0 97.2 93.4 88.7 83.4 77.6 71.9

亀山市 100.0 99.1 97.4 95.1 92.5 89.4 86.1

いなべ市 100.0 99.1 97.6 95.7 93.7 91.3 88.7

伊賀市 100.0 92.8 85.5 78.3 71.2 64.3 57.7

木曽岬町 100.0 94.4 87.9 80.8 73.4 66.1 59.0

東員町 100.0 97.6 94.3 90.1 85.1 79.7 74.6

菰野町 100.0 100.0 99.2 98.0 96.5 94.7 92.5

朝日町 100.0 106.7 111.9 115.2 118.2 121.1 123.5

川越町 100.0 105.1 108.6 110.9 112.2 112.7 112.4

多気町 100.0 96.1 91.7 86.9 82.1 77.1 72.0

明和町 100.0 97.4 94.3 90.8 87.0 82.8 78.3

北中部 100.0 98.3 95.8 92.9 89.6 86.1 82.5

伊勢市 100.0 97.3 93.9 90.3 86.6 82.7 78.7

尾鷲市 100.0 88.7 77.8 67.5 57.9 49.2 41.6

鳥羽市 100.0 89.3 79.0 69.4 60.5 52.0 44.1

熊野市 100.0 89.5 79.1 69.4 60.3 51.8 44.2

志摩市 100.0 91.0 82.0 73.3 64.9 56.9 49.4

大台町 100.0 91.3 82.8 74.6 66.7 59.0 51.7

玉城町 100.0 100.1 99.4 98.1 96.5 94.3 91.7

度会町 100.0 94.0 88.0 81.8 75.6 69.3 63.0

大紀町 100.0 89.2 78.5 68.5 59.0 50.4 42.5

南伊勢町 100.0 84.7 70.8 58.5 47.6 38.3 30.4

紀北町 100.0 87.2 78.2 69.8 61.8 54.4 47.6

御浜町 100.0 92.3 84.6 77.4 70.5 63.6 56.8

紀宝町 100.0 93.2 86.3 79.5 72.7 65.7 58.9

南部 100.0 93.3 86.6 80.1 73.8 67.7 61.8

三重県 100.0 97.4 94.2 90.6 86.8 82.8 78.8

※　「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）を基に調査会で加工

地域 市町
平成27（2015）年の総人口を100としたときの総人口の指数

北中部

南部
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２ 地方創生の状況 

三重県では、まち・ひと・しごと創生法第９条第１項に基づき、平成 27

年（2015年）度から令和元年（2019年）度までの５年間の目標や基本的

な取組方向を示す「三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、

地方創生の取組を行ってきた。 

 

〇 まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号） 

（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

第９条 都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県

の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な

計画（以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

２・３ 〔略〕 

 

現在は、令和２年（2020年）度から令和５年（2023年）度までを計画

期間とする第二期の「三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に当たる

「みえ県民力ビジョン第三次行動計画」（以下「第三次行動計画」とい

う。）に基づく取組を行っている。 

 

第三次行動計画では、地方創生を、「人口の減少に歯止めをかけるとと

もに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、地域の自立的かつ持続

的な活性化を実現していくこと」と定義している。そして、「活力ある働

く場づくり」、「未来を拓くひとづくり」、「希望がかなう少子化対策」及び

「魅力あふれる地域づくり」を地方創生の実現に向けた４つの柱とし、そ

れぞれのアプローチから人口減少に関する課題に様々な施策を分野横断的

に活用し、一体的に取り組むことで、課題解決を図るとともに、地域の自

立的かつ持続的な活性化を実現していくこととしている。 

 

また、第三次行動計画の中では、地方創生を実現するために、地域コミ

ュニティの維持が極めて厳しい状況となっている地域などについては、市

町等の主体的な取組に対する県の支援が重要であるとし、特に北中部地域

と比較し人口減少率の大きい南部地域について、これまでの県の南部地域

活性化の取組を踏まえた対応を進めていくとの記載がある。  
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３ 現地調査の結果 

調査会では、三重県の人口減少・地方創生の実態を把握するため、南部

地域と北部地域の現地調査を実施し、当該地域の地理的状況等を確認する

とともに、市町や県の地域機関等から当該地域における課題やそれへの対

応、県と市町の関係等について聴取を行った。現地調査の対象としては、

三重県において特に人口減少が著しい市町が多く位置する南部地域から南

伊勢町、大台町、尾鷲市及び熊野市を、また、三重県において人口の減少

割合が比較的小さい又は人口の増加が見込まれる市町が多く位置し、か

つ、人口が集中する北部地域から四日市市及び桑名市を選定した。 

 

南部地域では、人口減少や産業の空洞化などが深刻な状況であり、社会

構造の大きな変化を迎えている。公共交通機関や道路等のインフラ整備が

脆
ぜい

弱であることや、平坦地が少なく地理的な制約が大きいことなども共通

の課題である。県が行う南部地域活性化の取組等への評価は高く、県によ

る補完あるいは支援への期待は大きいと考えられる。 

 

北部地域では、自治体によって様々な状況が異なっており、周辺自治体

への子育て世代の流出、コミュニティ行政、外国人の増加など、南部地域

とは異なる多様な行政課題がある。県の支援が南部に傾いているという不

満の声があったように県への期待はあるものの、補完や支援ではなく、県

としての役割そのものに対する期待と考えられる。財政力が南部地域より

相対的に高く、県の補完あるいは支援の役割が求められる緊急性や必要性

は相対的に低いと考えられる。  
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第２章 人口減少・地方創生時代における県議会の果たすべき役割や在り方 

本章では、調査会に諮問された事項のうち、「人口減少・地方創生時代にお

ける県議会の在り方や果たすべき役割」について、その調査結果を記述する。 

 

１ 県の役割の変化 

⑴ 性質の変化 

都道府県は、地方自治法第２条第５項によると、「広域にわたるも

の」、「市町村に関する連絡調整に関するもの」及び「その規模又は性質

において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」

を処理するものとされており、法的側面からみると、いわゆる「広

域」、「連絡調整」、「補完」の３つが県の役割として考えられる。 

 

〇 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

〔地方公共団体の法人格及び事務〕 

第２条 〔略〕 

②～④ 〔略〕 

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務

で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模

又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるも

のを処理するものとする。 

⑥～⑰ 〔略〕 

 

県の役割という意味では、基礎的自治体である市町よりも広域である

という性格から、いくつかのレベルで広域への対応が役割になる。 

 

県全域という広域という観点から、全県民のことを考えることは今後

も必要である一方で、県内の地域間のバランスを考えるという意味で

は、人口減少が進む市町のある地域への配慮が重要になる。 

 

また、県は広域自治体として市町を補完する役割を担っている。人口

減少が進む市町においては行政基盤が脆弱となるおそれがあることか

ら、市町の行政サービス並びに地域社会及び住民生活の持続性を実現し

ていくためには、これまで市町が果たしてきた役割について市町からの

求めに応じて県がその役割を補完するなど、広域自治体としての県が果

たすべき役割に変化が生じる可能性がある。 
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なお、補完については、県が市町の役割を補完する「垂直補完」だけ

でなく、市町間相互の補完である「水平補完」もある。「垂直補完」の

変化が県の役割に影響を与える可能性があることは言うまでもないが、

「水平補完」の変化であっても、当該市町の求めに応じて、広域団体と

して市町間のバランスを図るなど、当該市町間の連絡調整を行う必要が

出てくるといった形で県の役割に影響を与える可能性はある。 

 

加えて、日本全体の人口が減少することを考慮すると、都道府県同士

の連携に加えて、県境を越えた市町村同士の連携等が活性化する可能性

もある。その場合には、近隣府県との連携に関する県への期待が変化す

る可能性もあり、県域を越えた広域としての県の役割についても変化し

ていくことが想定される。 

 

なお、令和２年（2020年）６月 26日に地方制度調査会（会長：市川

晃 住友林業株式会社代表取締役会長）から内閣総理大臣に答申のあっ

た「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方

行政体制のあり方等に関する答申」（以下「第 32次地方制度調査会答

申」という。）でも、都道府県の役割について、個々の市町村の規模・

能力、市町村間の広域連携の取組の状況に応じて、これまで以上にきめ

細やかに補完・支援を行う役割を果たしていくことが必要とされるな

ど、同様の趣旨の記述がある。  
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〇 第 32次地方制度調査会答申 

第４ 地方公共団体の広域連携 

１ 広域連携による基礎自治体の行政サービス提供 

⑹ 都道府県による市町村の補完・支援の役割の強化 

① 都道府県の役割の基本認識 

〔略〕都道府県は、特に地方圏において、広域の地方公共団体として、市

町村間の広域連携が円滑に進められるよう、市町村の求めに応じ、連携の相

手方、方法等の助言や、調整、支援の役割を果たすことが求められている

が、市町村間の広域連携が困難な場合には、自ら補完・支援の役割を果たし

ていくことも必要である。〔略〕 

② 都道府県による補完・支援の役割 

ア 都道府県による補完・支援についての考え方 

平成 12 年に施行された地方分権一括法により、従来の都道府県の補完

事務は再構成され、その範囲は、市町村の規模・能力に応じて相対的に定

まることとなった。また、実態としても、一連の都道府県の事務の見直

し、行政改革の進展等により都道府県の経営資源は縮小してきた。その結

果、都道府県はかつてのように幅広く市町村の補完・支援に取り組んでい

る状況にはない。 

しかしながら、平成 11 年以来の全国的な市町村合併の進展後も小規模

市町村は相当数存在し、市町村の規模・能力は一層多様になり、今後の人

口減少によってこうした傾向の加速化が見込まれる。また、小規模市町村

に限らず、多くの市町村において、技術職員、ＩＣＴ人材等の専門人材の

確保・育成など、市町村間の広域連携によっても対応が困難な事案が増加

しており、更なる深刻化も想定される。 

こうした状況を踏まえ、都道府県は、市町村による「地域の未来予測」

の整理の支援等を通じて、地域の変化・課題の見通しを市町村と共有した

上で、個々の市町村の規模・能力、市町村間の広域連携の取組の状況に応

じて、これまで以上にきめ細やかに補完・支援を行う役割を果たしていく

ことが必要である。 
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⑵ 対象の変化 

県の役割を考える上では、人口の地域間格差が拡大する中において、

人口が減少し市町が現在果たしている役割を果たすことができなくなっ

た場合には、市町の求めに応じて県が補完するように、人口減少の著し

い地域におけるインフラ整備や社会福祉の安定等を優先するという考え

方がある一方で、人口の集中する地域における雇用や産業の安定等を優

先的に図るという考え方もあるなど、様々な考え方があり得る。 

 

なお、雇用、教育政策や公衆衛生（感染症対策など）などのソフト面

とインフラ整備や県土保全などのハード面で役割についての考え方は異

なり得る。例えば、人口減少に伴ってソフト面のニーズが縮小したとし

てもハード面のニーズが縮小するとは限らない。 

 

その上で、前述した現地調査の結果や第三次行動計画の方向性も踏ま

えると、人口減少に伴い生じる様々な課題に対して、医療や介護、雇用

の面において特に県の役割が重要になり、加えて、人口減少の著しい南

部地域においては、北中部地域との関係で、県域全体のなかでの地域間

の均衡を図る意味で、より一層、産業振興、交通政策、防災などの面で

県の役割が重要になってくると考える。 

 

２ 県議会の果たすべき役割 

県議会は、民主主義及び地方自治に欠かすことのできない多元的な県民

の意見を反映させることのできる合議制の機関であり、独任制の知事とは

違った役割を持つことになる。一般に代表民主制においては、直接公選さ

れる行政の長は必須ではないとしても、直接公選の議会は必須であり、県

議会の活性化は民主主義にとって不可欠である。県議会は、二元代表制の

担い手として、知事との均衡及び相互けん制の下、チェックアンドバラン

スの機能を果たす役割や「代表機能」、「行政監視機能」、「政策形成機能」

といった役割を有すると考えられる。 

 

そして、人口減少の進行等に伴って前述のように県の役割に変化が生じ

る場合には、県の役割の変化に応えるため、県議会の果たすべき役割とし

て、地域のきめ細かい状況を県の政策に反映させていくことが一層重要に

なっていくと考える。 
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また、独任制である知事を県民全体の視点からチェックするという合議

機関としての県議会の役割にも変化が生じると考えられる。 

 

同様のことが、第 32次地方制度調査会答申でも指摘されており、そこ

では、「地方議会は地方公共団体の団体意思を決定する重要な機能を担っ

ており、今後資源制約に伴って合意形成が困難な課題が増大し、地域にお

ける課題が一層複雑化する中、住民の多様な意見を反映しながら合意形成

を行う場である地方議会に、より多様な層の住民が参画できるようにする

ことが求められる」と記述されている。 

 

人口の地域間格差が拡大する中においては、人口減少の著しい地域にお

けるインフラ整備や社会福祉の安定等を優先する考え方や、人口の集中す

る地域における雇用や産業の安定等を優先的に図るという考え方など様々

な考え方があり、これは、県議会を中心に議論して政策判断すべきもので

ある。したがって、県議会が県行政に係る基本的な計画（総合計画、行動

計画等）を議決するに当たって議論を行い、県政の政策の方向性を判断す

ることが重要である。そのうえで、優先すべきと判断した地域について

は、県議会の役割は当然に大きくなる。 

 

また、今後、人口減少が進む市町においては行政基盤が脆弱になり、こ

れまで市町が果たしてきた役割について市町から求めがあった場合には、

県が補完するなど広域自治体としての県の果たすべき役割に変化が生じる

可能性がある。その場合、その市町に対する県議会の果たすべき役割も変

化し、県議会に代表されるべき民意・利益も従来とは異なってくることが

予想される。そうしたときには、これまで市町議会で代表されていた民意

や利益を県議会で代表するような仕組みも考えていかなければならない。 

 

なお、県の役割と同じく、県議会の役割についての考え方も、ソフト面

とハード面で異なり得る。例えば、人口減少に伴ってソフト面のニーズが

縮小したとしてもハード面のニーズが縮小するとは限らない。 

 

３ 県議会の在り方 

県議会の在り方としては、民主的正統性を有し、かつ、多元的代表性を

確保する必要があると考える。なお、多元的代表性を考えるに当たって

は、県議会議員に地域代表性があるのかという論点がある。 
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以下、これらの事項についてそれぞれ記述するとともに、在るべき県議

会を実現するための代表選出方法等についても記述する。 

 

⑴ 民主的正統性 

近年の三重県議会議員選挙の結果をみると、投票率は低下傾向にあ

り、直近２回は 50％を下回っている。 

 

図表３ 三重県議会議員選挙の投票率の推移 
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また、無投票当選については、選挙ごとに変動はあるものの、平成 27

年（2015年）の三重県議会議員選挙では、選挙区数で８選挙区（全体の

47.1％）、当選者で 15人（全体の 29.4％）が無投票となっている。 

 

図表４ 過去３回の三重県議会議員選挙における無投票選挙区及び当選人数 

 

 

議会は、選挙を通じて選出された者で構成されるからこそ民主的正統

性を有する機関であるといわれている。つまり、多くの有権者が参加す

る競争的な選挙が行われていない場合、議会の民主的正統性が損なわれ

るおそれがあることから、投票率の低下や無投票当選はあまり好ましい

状況ではない。 

 

また、投票率が低下していることや無投票当選が発生していることを

踏まえると、民主的正統性の問題だけでなく、そもそも県議会が住民に

とって身近な議会になっているのかという問題もある。 

 

投票率の向上や無投票当選の解消といった選挙を活性化させるための

視点は、議会の代表性を考える上では外すことができず、対策を講じる

必要がある。 

 

なお、無投票当選については、有権者が当選者に対して絶大な信頼を

寄せている場合もあり、それ自体が必ずしも悪いというわけではない。 

 

しかし、実効的な競争がないということは有権者に選択肢を与えない

ことにつながるため、議会の代表性に鑑み、無投票当選を解消するため

に立候補しやすい環境を整備することが望ましい。 

選挙区名 当選者 選挙区名 当選者 選挙区名 当選者

伊勢市 4 名張市 2 いなべ市・員弁郡 2

志摩市 2 度会郡 2

名張市 2 尾鷲市・北牟婁郡 2 鳥羽市 1

熊野市・南牟婁郡 2 いなべ市・員弁郡 2 志摩市 2

三重郡 2 度会郡 2

伊勢市 4 松阪市 4 亀山市 1

いなべ市・員弁郡 2 熊野市・南牟婁郡 2

※　いずれの年も、選挙区の総数は17選挙区、当選者の総数（総定数）は51人

※　三重県選挙管理委員会作成資料を基に調査会で加工

年
無投票

選挙区

無投票

当選者

無投票選挙区の内訳

平成23年

(2011年)

平成31年

(2019年)

5 12

8 15

5 13

平成27年

(2015年)
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⑵ 多元的代表性 

人口が減少する中では、限界集落では特にそうであるように、県民一

人ひとりの個性を生かすことがより重要になってくる。 

 

また、広域自治体としての県の役割の変化に伴い、独任制である知事

を県民全体の視点からチェックするという県議会の役割も変化していく

中では、立候補しやすくする環境の整備など議会の多元的な代表性の確

保が一層重要になってくる。 

 

ただし、県民の社会的性質には様々なもの3があり、「選挙区」という

制度によって、議員の視点が「選挙区」として理解される「地域」に局

限されている場合には注意が必要である。多元性を考える上では、「選

挙区」又は「地域」という視点だけでなく、「ジェンダー」、「年齢」、

「職業」等の視点も求められる。 

 

一方で、県議会議員は「全体の奉仕者」でもあるため、選挙区、地

域、ジェンダー、年齢、職業など特定の利害・関心の代弁者であっては

ならないとの考えもある。ただし、特定の属性にある議員が、社会的実

態として、その属性の利害・関心だけを代弁しているのかというと、必

ずしもそうではない。逆に、多様な属性にある議員も、県民の中での多

数又は有力な属性の利害・関心に偏った代弁者になることもあり得る。 

 

多元的な代表とは、議会における審議が多様な意見を反映しているの

かという問題であって、必ずしも多様な属性の議員が選出されているこ

とを求めるものではない。ただし、多様な属性の議員がある程度存在す

るような選挙制度を用意しないと、多元的な代表が実現する可能性は低

くなる。 

 

また、如何に多元的な代表の実現を目指したとしても、議会が県民の

中での多数又は有力な属性に偏る可能性を完全に排除することは困難で

ある。そのような偏りの存在を考慮すると、議会に色濃く反映されてい

る属性と十分には反映できていない属性との間の利害関係に目を向ける

必要がある。属性による利害関係が実態として存在することを踏まえて

                         

3 例えば、ジェンダー、年齢、世帯構成、所得、職種、職業、業界、雇用形態、出身地、

成育環境、文化、学歴などがある。 
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議論しないと、その偏りの存在が明示化されず、表面には表れないが強

い影響力のある偏りが生じるおそれがある。属性による利害関係の存在

を直視した上で、多様な利害が議会の議論に反映できるような制度でな

ければならない。 

 

なお、県議会の在り方としては、民主的正統性を有し、かつ、多元的

代表性を確保する必要があり、これらの調和を保つことが重要である。 

 

⑶ 地域代表性 

県議会議員は、県全体（県民全体）の代表としての側面と、地域代表

（地域住民代表）としての側面の二面性を持っており、どちらか一方の

みしか持たないということにはならないと考える。 

 

そして、県が市町を補完するという機能を強く求めるような法改正が

なされない限りは、現時点において、市町というレベルの地域に係る地

域代表性を強めるような政策を選択する必要はないと考える。 

 

また、県議会議員は、それぞれの選挙区から選出されることになる

が、どういった地域に政策の重点を置くのかを判断するときには、選出

された選挙区に関わる地域の代表としてだけではなく、広域自治体の議

事機関である県議会としては、県全体の代表であることを踏まえて判断

することが必要である。 

 

以下、地域代表性について、法的側面、制度的側面、実態的側面から

補足するとともに、地域と区域の考え方等について記述する。 

 

ア 法的側面 

法的側面からみると、地方議会議員が「地域代表」であるというこ

とは明示的には規定されていないが、一方で、「地域代表」ではない

ということも明示的には規定されていない。 

 

ただし、憲法第 15条において、公務員は全体の奉仕者と規定され

ていることから、制度上は県民全体の代表であって、地域の利害を代

表するものではないという考えはあり得る。さらにいえば、三重県民

全体だけではなく、全国民のことを考えなければならないという考え

もあり得る。 
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〇 日本国憲法 

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保

障〕 

第 15条 〔略〕 

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

③・④ 〔略〕 

 

 なお、三重県議会基本条例の前文では、「三重県民の代表として選

ばれている議員」とあり、三重県議会基本条例は、「県民全体の代

表」に近いニュアンスで県議会議員を規定している。 

 

〇 三重県議会基本条例（平成 18年三重県条例第 83号） 

平成十二年四月のいわゆる地方分権一括法の施行により、地方公共団体

（以下「自治体」という。）は、自らの責任において、その組織及び運営に関

する様々な決定を行うこととなり、国と自治体の関係も、従来の上下・主従

の関係から、対等・協力の関係へと変化した。 

また、住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙するという二元代表制

の下、三重県民の代表として選ばれている議員と知事は、それぞれが県民の

負託にこたえる責務を負っている。 

このため、本県議会は、住民自治及び団体自治の原則にのっとり、真の地

方自治の実現に向け、国や政党等との立場の違いを踏まえて自律し、知事そ

の他の執行機関（以下「知事等」という。）とは緊張ある関係を保ち、独立・

対等の立場において、政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び

評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものである。 

今日まで、本県議会は、分権時代を先導する議会を目指して、議会改革に

積極的に取り組み、知事等への監視機能の強化や政策立案機能の充実等の議

論を行い、議会改革推進のために、平成十五年十月には、本県議会の基本理

念と基本方向を定める決議を行うなど、真摯しに努力を重ねてきた。 

ここに、本県議会は、これまでの歩みから、日本国憲法及び地方自治法の

範囲内において、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を定めるとと

もに、議会と知事等及び県民との関係を明らかにし、県民の負託に全力でこ

たえていくことを決意し、この条例を制定する。 
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ただし、三重県議会基本条例４条では、「議員は、地域の課題のみ

ならず、県政の課題とこれに対する県民の意向を的確に把握し…」と

あることから、議員に地域の課題や意向を的確に把握する責務を認め

つつ、県民全体の代表たる要素との均衡を図ろうとしているともいえ

る。 

 

〇 三重県議会基本条例（平成 18年三重県条例第 83号） 

第２章 議員の責務及び活動原則 

（議員の責務及び活動原則） 

第４条 議員は、地域の課題のみならず、県政の課題とこれに対する県民の

意向を的確に把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、議

会活動を通じて、県民の負託にこたえるものとする。 

２～４ 〔略〕 

 

一方で、県議会議員の定数訴訟に係る最高裁判例の裁判官の補足意

見においては、一定の地域代表性やコミュニティの代表といったこと

に言及されているものもあるため、法的に地域代表性を全く無視して

よいというものではないともいえる。 

 

○ 最三小判平成 31年２月５日（林景一裁判官 意見） 

私は、国政選挙については、人口比例原則を厳格に考えるべきであるとの

立場であるが、地方議会選挙については、同原則を重視しつつも、一定程度

緩和する余地を認めることができると考えるものである。このような相違

は、地方議会議員の役割の性格、すなわち、地方公共団体においては、地方

自治の本旨に基づく住民自治の観点に立った行政の遂行が期待されるところ

であるから、地方議会議員については、国会議員が全国民（people）の代表

としての行動を期待されるのとは異なり、その選挙区である地域

（community）の代表という色合いが濃くてしかるべきであることをその根拠

とするものである。 
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イ 制度的側面 

制度的側面からみると、県議会議員は、市町議会議員とは異なり、

その選挙においては選挙区制が採用されており、選挙区内の有権者の

支持により当選するということから、選挙区を地域と理解するなら

ば、県議会議員は「地域代表」としての性格を有するということにつ

ながるともいえる。 

 

また、地方自治法第 80条第１項及び第３項によれば、都道府県議

会議員の解職は選挙区内の有権者の投票によるとされていることから

も、一層県議会議員は「地域代表」としての性格を有するということ

につながるという考え方もあり得る。 

 

〇 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

〔議員の解職の請求とその処置〕 

第 80条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区に

おけるその総数の三分の一（その総数が四十万を超え八十万以下の場合に

あつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分

の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合

にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六

分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得

た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選

挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員

の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないとき

は、選挙権を有する者の総数の三分の一（その総数が四十万を超え八十万

以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と

四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万

を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数

と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数と

を合算して得た数）以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をするこ

とができる。 

② 〔略〕 

③ 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の

投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、す

べての選挙人の投票に付さなければならない。 

④ 〔略〕 
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一方で、選挙区制と「地域代表」との関係というのは、有権者の意

識として、県議会議員を「地域代表」として支持しているかどうかに

左右されるものであるから、制度として「地域代表」としての性格を

予定しているとまではいえないとの考えもある。国会議員も選挙区制

を採用しているが、憲法第 43条において「全国民を代表する」と規

定されていることから、選挙区制と「地域代表」としての性格を有す

ることは、必ずしもつながるものではない。 

また、解職制度についても、それが直ちに「地域代表」を意味する

とはいえないとも考えられる。むしろ、命令委任または代表の位置づ

け、間接民主制と直接民主制の関係などに関わるものとも考えられ

る。 

 

〇 日本国憲法 

〔両議院の組織〕 

第 43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 

② 〔略〕 

 

ウ 実態的側面 

実態としては、県政は空間に対しても機能するが、人が人を代表す

るのであって、空間という意味での地域を人間が代表することはでき

ないので、「地域代表」とは、地域住民という人間集団を人（議員）

が代表するという整理になる。 

 

なお、県議会は、地域的利害・関心を県政に反映させる機能を有す

ると考えられるが、政治的実態として、その機能は、当該地域選出県

議会議員を通じたものだけでなく、例えば市町などを通じたものもあ

る。 

 

ただし、選挙区という一定の地域（区域）内における住民に選出さ

れていることから、当該地域の住民の声をきめ細かく吸い上げ、県議

会における審議に反映させるという意味はある。 

 

地域から議員を選出する意味として、当該地域の利益を強調するこ

とに重点を置くのか、議会そのものが地域の情報を集めることに重点

を置くのかで「地域代表」の意味するところは変わり得る。 
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その上で、三重県民にとっての「地域」とは何であるかを明らかに

する必要がある。まず、団体自治及び住民自治の単位として、市町は

1つのレベルの地域であるといえる。市町を超える広域レベルには、

何層かの「地域」があり得る。この整理のためには、これまで県政で

採用されてきた地域区分が参考になる。  
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図表５ 県政での地域区分例 

  

（市町） （郡市）
三重県地域機関

所管区域※

三重県都市計画

基本方針

みえ県民力

ビジョン

29区分 21区分 9区分 5区分 2区分

桑名市 桑名市

木曽岬町 桑名郡

いなべ市 いなべ市

東員町 員弁郡

四日市市 四日市市

菰野町

朝日町

川越町

鈴鹿市 鈴鹿市

亀山市 亀山市

津市 津市 津地域

松阪市 松阪市

多気町

明和町

大台町

大紀町

玉城町

度会町

南伊勢町

伊勢市 伊勢市

鳥羽市 鳥羽市

志摩市 志摩市

伊賀市 伊賀市

名張市 名張市

尾鷲市 尾鷲市

紀北町 北牟婁郡

熊野市 熊野市

御浜町

紀宝町

桑名地域

北勢

北中部

南牟婁郡

鈴鹿地域

中南勢

紀北地域

東紀州

四日市地域
三重郡

※　県地域機関所管区域は、市町との連携や県行政の調整等に関する事務を処理する

　地域防災総合事務所及び地域活性化局の所管区域による。

南部

紀南地域

松阪地域
多気郡

南部

度会郡

南勢志摩地域
伊勢志摩

伊賀地域 伊賀 北中部
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「地域代表」という発想に立つ限り、県議会議員全員が地域利害を

反映しようとすれば、人口比例で県議会議員が選出される場合に、議

決においても「地域代表」の立場で行動すれば、結果的には、人口の

多い地域に偏った政策決定が制度的・構造的に予定されるおそれがあ

る。 

 

ただし、県議会において地域代表性を考えるに当たっては、議会は

熟議の場であることに鑑み、たとえ少数の議員しかその地域から選出

できないとしても、地域の代表として意見を表出できることが大切で

ある。また、合意形成や議決において、特に構造的多数派である人口

の多い地域の議員を含めて、議員が「地域代表」の立場にとらわれ

ず、県民全体のことを考えて行動することが求められている。 

 

エ 地域と区域 

「地域」と「選挙区」は、必ずしも同じであるとは限らない。選挙

区制を採用したとしても、選挙区が地域に応じて区割りされるとは限

らず、地域の差異がないままに「区域」としてまったく機械的に地域

が分割される選挙区に区割りされることもあれば、地域を無視して複

数の地域が一つの「区域」としての選挙区に区割りされることもあ

る。ただし、現行の市町は、それ自体が団体自治の単位であり、１つ

のレベルとして「地域」ということはできると考える。同時に、複数

の市町を包括する広域を「地域」とするレベルもある。このように、

「地域」とは、複数又は多層のレベルとなっていることもあり得る。 

 

つまり、選挙区は議員を選ぶために機械的に線引きされた「区域」

であり、文化や歴史、地理など社会的な背景を有する一定のまとまり

である「地域」とは異なるものと考えられるが、選挙区は「地域」に

即して線引きされるものであり、選挙区から選出された議員を「地域

代表」と考える向きもある。「地域代表」や選挙区について考える際

には、「区域」と「地域」という概念を念頭に議論する必要があり、

選挙区の区割りをする際には、地域性を十分考慮することが望ましい

（「第３章２ 選挙区の区割りの在り方」参照）。  
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オ その他 

人口の地域間格差が拡大していく状況の中では、人口比例によって

選挙区ごとの議員定数を選挙の度に見直さなければ一票の較差は拡大

していくが、人口比例によって選挙区ごとの議員定数を設定すれば、

人口の少ない地域の議員数が減り、一部の地域において代表機能が弱

くなるという問題が生じるおそれがある。場合によっては、議員定数

を割り当てるためには、選挙区には一定の人口が必要なことから、複

数の地域でもって一つの区域である選挙区が設けられるという事態が

生じ得る。その場合、地域によっては、代表を選出できないという問

題が生じ得る。 

 

県政は、相対的に面積の広い郡部や地方圏市町の地域に、積極的に

広域機能や補完機能を果たしている面もある。それは、政令指定都市

を抱える道府県では特に顕著だが、三重県においても、職員配置や公

共事業費からみると、人口相対的には、北中部地域に対する施策より

南部地域に対する施策の比重が大きいともいえる。そのような場合に

は、選出区域によって県議会議員の役割の大きさも変わるものと考え

られる。  
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図表６ 地域別人口、地域機関県職員配置及び公共事業費比率 

 

 

※ 北中部地域及び南部地域については、「図表５ 県政での地域

区分例」参照。ただし、県地域機関所管区域（同図表参照）を基

に職員配置及び公共事業費を算出しているため、人口の円グラフ

を含め、大台町は北中部地域に含むこととした。 

※ 人口は、「平成 27年国勢調査結果」（総務省統計局）を基に調

査会で作成。 

※ 職員配置は、令和元年（2019年）４月１日時点における知事

部局の常勤職員を集計。ただし、本庁及び単独地域機関に勤務す

る職員は含まない。 

※ 公共事業費は、いずれも令和元年（2019年）度の数値で、「公

共事業実施予定箇所」を基に調査会で作成。 
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⑷ 代表選出方法等 

二元代表制の下、知事が全県一区の一人区で選出され、人口の多い地

域の声が反映されやすいことを考慮すると、県議会の人口比例原則の強

度は、議会しかない一元代表制の国政とは異なり、必ずしも人口比例の

みで定数を決める必要はないと考えられる。全県一区である知事選挙と

県内を複数に分けた選挙区制を採る県議会議員選挙を併せて較差を考慮

する観点もあり得る。 

 

現行法では、県議会選挙は人口比例を原則としているため、まずは、

現行法を前提として定数を決める必要がある。 

場合によっては、法改正を国に要望することも視野に入れることが考

えられる（「第３章２ 選挙区の区割りの在り方」参照）。 

 

民主的正統性を有し、かつ、多元的代表性を確保するためには、現行

法の中での一つの考え方として、選挙区の人口を可能な限り大きくした

上で複数の議員を選出する選挙区とすることが考えられる（「第３章２ 

選挙区の区割りの在り方」参照）。選挙区当たりの議員定数が大きくな

れば、一票の格差の拡大を抑えることが、相対的には容易になる。 

 

また、選挙区や定数、議員選出手法といった選挙制度以外にも多元的

な利害・関心を議会に反映させるための補完措置は考えられる（「第３

章４ 補完措置）参照）。なお、こういった制度を導入する際には、県

議会の決定で簡単に廃止されない仕組みとすることが望ましい。 
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第３章 三重県議会の議員の定数及び選挙区の在り方等 

本章では、調査会に諮問された事項のうち、「人口減少・地方創生時代にお

ける県議会の在り方や果たすべき役割について」を踏まえた「三重県議会の議

員の定数及び選挙区の在り方について」調査結果を記述する。 

 

１ 総定数の在り方 

総定数を考えるに当たっては、数年先のことだけを考えるのではなく、

県の総人口が減少していくという中長期的な傾向を見据えて整理する必要

がある。 

 

まずは、一般論として、現行の総定数を前提に、人口減少に沿って、総

定数を改定(削減)することが基本になると考える。ただし、議会の費用を

考慮することで、総定数を削減しない又は増加させるということは、有力

な考え方としてあり得る（詳細は後述）。 

 

以上を踏まえた上で、総定数を考えるに当たっての着眼点としては、議

員１人当たりの適正な人口、既存の定数基準、議会の費用、住民の意見の

代表性、必要定数の積み上げ、多元性の確保等がある。 

 

・ 議員１人当たりの適正な人口：議員１人でどれだけの数の有権者の声

を代弁できるかということ。議員１人当たりの適正な人口が存在するな

らば、県民人口から総定数を積み上げることができる。また、人口の減

少に比例して総定数についても当然に減少するものと解される。なお、

議員が有権者の声を代弁することを考えると、移動（時間）距離や人口

密度の関係から、地域によっては議員が有権者にアクセスすることが困

難であることもあり、このような地域間のバランスを加味する必要があ

るかもしれない。 
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・ 既存の定数基準：旧地方自治法上の法定定数や直近の県議会の意思で

ある現行の総定数など。総定数を検討するに当たって基準となる根拠が

ほかにないことから、こういった既存の定数基準が参考になると考え

る。 

 

〇 〔旧〕地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

第 90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 

② 都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当

該各号に定める数（都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して

得た数を当該各号に定める数に加えた数（その数が百三十人を超える場合にあつ

ては、百三十人））を超えない範囲内で定めなければならない。 

一 人口七十五万未満の都道府県 四十人 

二 人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増

すごとに一人を四十人に加えた数 

三 人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一

人を四十五人に加えた数（その数が百二十人を超える場合にあつては、百二

十人） 

③・④ 〔略〕 

 

図表７ 旧地方自治法の規定に基づく推計人口による法定定数 

 
 

・ 議会の費用：議員報酬など議会に係る費用の総額のこと。総定数を増

やしたとしても、議会の費用が減ることになるのであれば、人口が減少

している中であっても、総定数を増やすことの説明ができると考える。 

 

・ 住民の意見の代表性：住民の意見を代表するに当たって県議会に求め

られる役割の大きさのこと。例えば、県議会以外にも住民の意見を県政

に届けるための機能があるのであれば、総定数を減らすことの悪影響を

ある程度は抑えることができると考える。 

 

年
平成22年

(2010年)

令和２年

(2020年)

令和７年

(2025年)

令和12年

(2030年)

令和17年

(2035年)

令和22年

(2040年)

令和27年

(2045年)

人口 1,854,724 1,768,098 1,709,820 1,645,050 1,575,867 1,503,635 1,430,804

旧法定

定　数
58 56 56 55 54 53 52

※　平成22年(2010年)の人口：「平成27年国勢調査」

※　令和２年(2020年)～令和27年(2045年)：「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

（国立社会保障・人口問題研究所）



 

32 

 

・ 必要定数の積み上げ：例えば、常任委員会で考えると、常任委員会の

数に一つの常任委員会で必要な議員数を乗じて得た数を必要な議員定数

とするといった考え方。適正な常任委員会数や各常任委員会で必要な議

員数などは根拠付けが難しいが、一つの可能性として考えられる。理屈

上、また、国政を参考にすれば、県執行部の部局数だけ常任委員会は必

要かもしれず、現行の常任委員会数は過少である可能性もある。また、

論理的には、最も人口規模の小さい地域（市町または複数の市町からな

る選挙区）の人口を疑似的に配当基数１とみなし、他の地域（市町また

は複数の市町からなる選挙区）に定数を割り当てて、その総計を総定数

とすることも考えられる。ただし、そのようにして積み上げた総定数

が、現行定数と大きく異なる場合には、現実的に実施することは困難で

あることが予想される。 

 

・ 多元性の確保：議会において多様な社会的実態を反映させるため、議

会に多様な議員が存在することを求めること。定数を減らせば減らすほ

ど多元性の確保が難しくなる可能性がある。 

 

２ 選挙区の区割りの在り方 

選挙区の区割りについては、公職選挙法第 15条第１項の規定により、

一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村を合わせた区域又は隣接する

町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定め

ることとされている。なお、同条第４項の規定により、一定の人口規模を

持つ町村については、一選挙区とすることができるとされている。 

 

〇 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号） 

第 15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接

する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれ

かによることを基本とし、条例で定める。 

２・３ 〔略〕 

４ 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該

町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。 

５～10 〔略〕 

 

地域代表性を考慮すると、選挙区を市町というレベルの地域に一致させ

て、それぞれの地域（市町）から代表を選出できる体制であることが望ま

しい。 
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一方で、市町単位の選挙区とし、人口比例の原則に従って各選挙区に定

数を配分した場合、一人区が多くなることが想定される。民主的正統性を

考慮すると、無投票当選は解消されることが望ましく、三重県では、相対

的に二人区が多いため顕著には表れていないものの、全国的な傾向とし

て、一人区については無投票当選が生じる割合が高くなっていることか

ら、無投票当選が生じやすい一人区にせざるを得ないような選挙区の区割

りについては、可能な限り回避することが望まれる。 

 

また、一人区のように定数が少ないことは、新たに立候補しようとする

者にとっての参入障壁となる可能性があり、民主的正統性だけでなく、多

元的な代表性を確保する観点からも課題が残る。 

 

図表８ 都道府県議会議員選挙における定数別無投票選挙区数の割合 

                   （平成 31年（2019年）統一地方選挙） 

 
 

そこで、選挙区における議員定数を多くし、一人区を避けるためには、

多くの基礎的自治体（市町レベルの地域）を包摂した選挙区を作ることが

考えられる。ただし、一つの選挙区にどこまでの基礎的自治体を抱えるこ

とができるかについては、地域の実情を踏まえる必要があり、選挙区を設

定するに当たっては、地域的なまとまり（市町レベルを超える地域）を前

提にすることが望ましい。 

 

ただし、無投票当選は、選挙区又は定数に関する問題だけで生じている

わけではない。一人区だからといって必ずしも無投票当選になるわけでも

選挙区種別 選挙区数
無投票

選挙区数

無投票

選挙区割合

一人区 372 204 54.8%

二人区 300 116 38.7%

三人区 126 36 28.6%

四人区 62 8 12.9%

五人以上区 85 7 8.2%

合計 945 371 39.3%

※　地方議会・議員のあり方に関する研究会（第2回）参考資料2を基に調査会で加工
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なければ、定数が増えたからといって必ずしも無投票当選が無くなるわけ

でもない。 

 

しかしながら、先に述べたように、一人区のように定数が少ないことと

無投票当選の間には、一定の関連があることは否定できないため、一人区

のように定数が少ない選挙区を避けつつ、過大な数の地域を包含した選挙

区とならないよう、地域の実情を踏まえた選挙区の区割りをすることが望

ましい。 

 

一方で、現行法の下では特に選挙区の区割りについての制約が大きいた

め、民主的正統性や多元的代表の確保等を十分に担保しつつ一票の較差を

適正に保つための適切な解決策を見つけることができなくなるおそれもあ

る。そこで、地域の実情に応じて選挙区の区割りをするための法改正を国

に要望することも考えられる。 

例１）複数の選挙区に県内を区分するのであれば、地域の実情に応じて条

例で設定できるようにすること。 

〔利点〕現行法では制約の大きい市と市の合区を含め、一定の地域のま

とまりを踏まえた選挙区を柔軟に設定できるようになり、一人区の解

消等が比較的容易となるとともに、一票の較差の縮小等も期待され

る。 

例２）全県一区を含めた大きな選挙区を条例で裁量的に設定できるように

すること。 

〔利点〕全県一区の大選挙区制を採用することができれば、人口変動の

影響を受けず１票の較差の問題が生じ得ない 

※ 全県一区等の大きな選挙区や大選挙区制を採用する場合、候補者

が多くなりすぎて、逆に有権者にとって選択が困難になることにな

るのではないかとも考えられる。 

※ また、全県一区は、候補者が人口の大きな地域の声を優先しよう

とする可能性があり、人口の少ない地域の声を適切に反映するとい

う地域代表の観点からは、望ましくない結果となる可能性も考えら

れる。 

※ また、全県一区に限らないが、一票の較差のない選挙制度の場

合、選出された議員は相対的に人口の多い地域の有権者の支持に支

えられたものが多くなるので、人口の少ない地域の有権者の声は相

対的に小さなものになるおそれもある。 
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なお、法改正に関連して、長期的に、抜本的な制度改正を考えるのであ

れば、比例代表の要素を都道府県議会議員選挙に取り入れることを可能に

する法改正を国に要望することも考えられる。 

例１）名簿式比例代表制を導入すること 

〔利点①〕政党の候補者名簿作成を通じて、多様性を確保できる可能性

がある（政党化を進めることで、多様な候補者が揃
そろ

えやすくなるかも

しれない）。 

〔利点②〕一般的に比例代表制を導入することで、死票が減り、投票率

の向上につながる可能性がある。 

※ 県議会を国会のように政党を中心としたものにすべきかは議論の

余地はある。なお、三重県議会の現状は、相対的に政党化が進んで

いるものと考えられる。 

※ 政党の候補者名簿作成の在り方によっては、多様な候補者が揃
そろ

わ

ない可能性もある。 

※ 地域代表性の確保や無所属の者の立候補が難しくなるおそれがあ

る。 

例２）選挙区比例代表並立制を導入すること 

〔利点〕比例代表制の利点に加え、選挙区が地域に即して区割りされ、

選挙区選出の議員が地域代表的でもあると見なされるときには、地域

代表性を確保することができる。 

※ ただし、比例代表制と比べて死票が増える可能性があるなど、比

例代表制の利点が必ずしもそのまま残るわけではない。  
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３ 選挙区ごとの議員定数の在り方 

公職選挙法第 15条第８項では、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例

して条例で定めることとされており、特別の事情があるときは、おおむね

人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとされてい

る。 

 

以下、人口比例の原則及び地域間の均衡にかかる特別の事情について、

その考え方を記述するとともに、地域間の均衡を考慮するときの特別の事

情を検討するに当たって注意すべき観点である投票価値の平等について、

また、選挙制度では十分に代表することができない声を聞く場を設けるこ

とといった補完措置について記述する。 

 

⑴ 人口比例の原則 

公職選挙法第 15条第８項前段では、選挙区ごとの議員定数は、人口

に比例して条例で定めることとされている。 

 

その算出に当たっては、総定数を選挙区の人口に応じて割り振ること

となっており、総定数を決めてから、選挙区ごとにその定数を配分して

いくことが選挙区ごとの議員定数を決める基本である。 

 

〇 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号） 

第 15条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比

例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、

おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。 

９・10 〔略〕 

 

人口が変化している中で、定数を選挙のたびに是正しないということ

は、過去の人口等に基づいて定数配分していることになるので、そのと

きの人口等に基づいて定数配分をするためには、第三者機関を活用する

など、定数を定期的に見直す仕組みを導入することが望ましい。 

 

ただし、人口減少が見込まれる場合に、現在の人口だけでなく過去の

人口も基準に含めることは、現行法でも例外的にみられる考え方であ

る。具体的には特例選挙区の考え方であり、昭和 41年（1966年）当時
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の選挙区ごとの人口を一つの基準として固定している。今日の人口減少

と地域間格差の拡大傾向、地方消滅の予兆などを勘案し、新たな立法に

よって、例えば、令和２年(2020年)現在の選挙区ごとの人口を一つの基

準として固定することもあり得る。 

 

〇 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号） 

（都道府県の議会の議員の選挙区の特例） 

第 271条 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議

員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の

議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合において

も、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選

挙区を設けることができる。 

 

なお、一人区については、無投票当選を招きやすいことから、人口比

例の原則に従った結果、選挙区の定数が一人になった場合については、

合区を行うなどすることで可能な限り回避すべきである。ただし、一人

区を解消する手段として、当該選挙区の定数を二人にすることは、投票

価値の平等（「⑶ 投票価値の平等」参照）を踏まえ慎重に判断すべき

である。 

 

⑵ 特別の事情 

公職選挙法第 15条第８項ただし書では、各選挙区において選挙すべ

き地方公共団体の議会の議員の数は、人口比例を原則としつつ、「特別

の事情」があるときは、おおむね人口を基準とし、地域の均衡を考慮し

て定めることができることとしている。 

 

この「特別の事情」に基づき人口比例の原則を「おおむね人口を基

準」とすることに修正することについては、何が「特別の事情」に該当

するか必ずしも明確にはなっておらず、県議会にその決定に係る裁量権

が与えられていると解される。ただし、この裁量権の行使の結果として

条例で定められた定数配分が公職選挙法第 15条第８項の規定に適合す

るかどうかについては、裁量権の合理的な行使として是認されるかどう

かによって決せられるべきと解されている。 

 

また、当該ただし書きの特例は、あくまでも特別の事情がある場合に

限って適用されるものであり、その場合においても、当該地域における
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従来の沿革等を十分考慮のうえ、地域間の実質的な均衡を図るための最

少限度の範囲に留めることが望ましいとする文献もある。 

 

したがって、この裁量権の行使については、地域の状況に応じた合理

的な範囲内にとどめるべきである。 

 

○ 最高裁平成 26年（行ツ）第 103号，同年（行ヒ）第 108号同 27年１月 15日

第一小法廷判決・裁判集民事 249号１頁 

都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分に当たり公職選挙法 15条

８項ただし書を適用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度

の修正を加えるかについては，当該都道府県議会にその決定に係る裁量権が与

えられていると解される。しかるところ，都道府県議会の議員の選挙に関し，

当該都道府県の住民が，その選挙権の内容，すなわち投票価値においても平等

に取り扱われるべきであることは憲法の要求するところであり，また，同項

は，憲法の上記要請を受け，都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配

分につき，人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし，各選挙人の投票価値が

平等であるべきことを強く要求しているものと解されることからすると，条例

の定める定数配分が同項の規定に適合するかどうかについては，都道府県議会

の具体的に定めるところが，前記のような選挙制度の下における裁量権の合理

的な行使として是認されるかどうかによって決せられるべきものと解される。

そして，公職選挙法 15条８項ただし書を適用してされた条例の制定又はその改

正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値

に較差が生じている場合において，その較差が都道府県議会において地域間の

均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合

理性を有するものとは考えられない程度に達しており，これを正当化すべき特

段の理由が示されないとき，あるいは，その較差は上記の程度に達していない

が，上記の制定時若しくは改正時において同項ただし書にいう特別の事情があ

るとの評価が合理性を欠いており，又はその後の選挙時において上記の特別の

事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたときは，当該定数配

分は，裁量権の合理的な行使とはいえないものというべきである。 
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○ 安田充、荒川敦『逐条解説 公職選挙法（上）』ぎょうせい、平成 21年、132-

133頁 

昭和四十四年の法改正によりただし書の規定が入るまでは、各選挙区ごとに

選挙すべき数は、必ず人口に比例して条例で定めることとされていた。ところ

が、人口の都市集中化の傾向に伴って郡部の人口は減少の一途をたどり、また

都市部においても都心では昼間人口は増加しているのに、常住人口は減少し、

周辺部の人口がこれと逆の状況を呈するようになり、常住する住民の数と地方

公共団体の行政需要とが必ずしも対応する形とならない事例が相当程度生じて

きた。特に都道府県行政の役割が補完行政、広域行政の推進にあることを考え

ると、従来どおり各選挙区間の定数配分を機械的に人口に比例して行ったので

は必ずしも都道府県行政の円滑な推進が期せられない場合も予想される。本条

第八項ただし書は、このような行政の実態を考慮して、特別の事情があるとき

は、ある程度人口比例の原則に特例を設け、それぞれの地域の代表をそれぞれ

の地域の実情に応じて確保し、均衡のとれた配分をすることができる途を開こ

うとしたものである。したがって、本項ただし書の特例は、あくまでもこのよ

うな特別の事情のある場合に限って適用されるものであり、その場合において

も、当該地域における従来の沿革等を十分考慮の上、地域間の実質的均衡を図

るための最少限度の範囲内にとどめることが望ましい。 

 

県の中長期的な傾向としては、「第１章１ 人口減少の状況」にある

ように、人口の地域間格差が今後ますます拡大していくことがあるた

め、「地域間の均衡」(公職選挙法第 15条第８項)を考えるに当たって

は、当該傾向を考慮することは考えられる。 

 

その場合であって、人口減少が進み行政基盤が弱まるような市町に対

する県議会の果たすべき役割が増えてくるときには、その増え方は特別

の事情として、定数配分に影響するものと考えられる。 

 

このように、「特別の事情」の下、人口比例以外の基準も用いて定数

配分を行う場合は、「地域の均衡」として、人口減少の厳しい地域を優

先する考えに立つ場合に限定することが望ましい。換言すると、手厚い

定数配分を行うとするならば、人口の少ない地域に限定することが、

「地域間の均衡」として望ましい。 
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また、今後の考え方として、面積の大小やインフラ整備、県土保全の

ニーズ、議員と有権者のアクセスの容易性等も特別の事情として考慮で

きるのではないかといった考えもある。 

 

しかし、調査会として具体的な提案をすることは、県内各地域の事情

について調査会が充分に情報を有していないため困難であることから、

地域の事情に精通した県議会において具体的に検討する必要があるとの

結論に至った。 

 

なお、人口比例以外の基準も用いて定数配分を行う場合には、県議会

として、どういった事情を特別の事情として地域間の均衡を考慮して定

数配分に反映させようとするのか、また、「おおむね人口を基準」とし

ていることから逸脱していないかなど、その必要性及び合理性を県民に

説明する責任があることに留意する必要がある。 

 

⑶ 投票価値の平等 

ア 一票の較差 

一人一票制の原則に鑑み、一票の較差は２倍までを基本とすべきで

ある。一票の較差が２倍を超えるということは、一票の価値に２倍以

上の差がつくことであり、理論上、一人で二票以上持つものが出現す

ることになるから、一人一票制の原則を掘り崩すものである。 

 

ただし、公職選挙法では、人口比例を原則としつつ、「特別の事

情」に基づいて、地域間の均衡を考慮して、おおむね人口を基準とす

ることへの修正が認められている。 

 

過去の判例を見ると、調査会で把握した都道府県議会議員選挙に関

する 19件の訴訟のうち、違法と判断されたものは４件で、最大較差

は 3.09倍以上となっている。一方、違法ではないと判断されたもの

は 15件で、そのうち 14件の特例選挙区を除く最大較差は 2.89倍以

下となっている。なお、残りの 1件の同較差は 3.81倍であり、その
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較差自体は公職選挙法第 15条第 7項に違反する程度に至っていたと

判断されている4。 

 

また、他都道府県議会の状況を見ると、2019年（平成 31年）の統

一地方選挙時点（一部異なる）における特例選挙区を除く最大較差

は、いずれも３倍未満となっている。 

 

上記を参考にすると、「特別の事情」に基づく人口比例の原則の修

正を考慮したとしても、一票の較差は３倍未満には抑えるべきであ

る。 

 

なお、裁判所の判断はそれぞれの事案に応じて行われるものであ

り、後述するように最大較差のみを考慮して行われるものでもない。

また、他都道府県の定数や区割りは、それぞれの事情に即して定めら

れている。したがって、いずれも絶対的な基準と捉えることはできな

いことに留意すべきである。 

  

                         

4 当該選挙自体は違法ではないと判断された背景には、当該選挙の 8か月余前に国勢調査

の結果による人口が告示されており、かつ、４年前に行われた同選挙の際の同較差は

2.80倍であったという事情を踏まえ、いまだ是正のための合理的期間は経過していなか

ったことがある。 
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図表９ 過去の判例（都道府県議会議員選挙と最大較差の関係） 

  

○　最高裁において違法とされた都道府県議会議員選挙

選挙 選挙執行日 最高裁判決日 最大較差

東京都議会議員選挙 1981.07.05 1984.05.17 7.45（特例選挙区を除く）

千葉県議会議員選挙 1983.04.10 1985.10.31
6.49（特例選挙区を含む）

4.58（特例選挙区を除く）

東京都議会議員選挙 1985.07.07 1987.02.17 3.40（特例選挙区を除く）

東京都議会議員選挙 1989.07.02 1991.04.23 3.09（特例選挙区を除く）

○　最高裁において違法ではないとされた都道府県議会議員選挙

選挙 選挙執行日 最高裁判決日 最大較差

千葉県議会議員選挙 1987.04.12 1989.12.18
3.98（特例選挙区を含む）

2.81（特例選挙区を除く）

兵庫県議会議員選挙 1987.04.12 1989.12.21
4.52（特例選挙区を含む）

3.81（特例選挙区を除く）

岡山県議会議員選挙 1987.04.12 1989.12.21
3.455（特例選挙区を含む）

2.834（特例選挙区を除く）

千葉県議会議員選挙 1991.04.07 1993.10.22
3.48（特例選挙区を含む）

2.45（特例選挙区を除く）

愛知県議会議員選挙 1991.04.07 1993.10.22
5.02（特例選挙区を含む）

2.89（特例選挙区を除く）

東京都議会議員選挙 1993.06.27 1995.03.24

3.52（特例選挙区のうち島部選挙区

を除き、千代田区選挙区を含む）注

2.04（特例選挙区を除く）

千葉県議会議員選挙 1995.04.09 1996.09.13
3.48（特例選挙区を含む）

2.45（特例選挙区を除く）

東京都議会議員選挙 1997.07.06 1999.01.22

3.95（特例選挙区のうち島部選挙区

を除き、千代田区選挙区を含む）注

2.15（特例選挙区を除く）

大阪府議会議員選挙 1999.04.11 1999.11.09 2.48（全選挙区間）

千葉県議会議員選挙 1999.04.11 2000.04.21
3.73（特例選挙区を含む）

2.758（特例選挙区を除く）

大阪府議会議員選挙 2003.04.13 2004.01.16
2.51（全選挙区間）

※任意合区の是非が焦点

新潟県議会議員選挙 2011.04.10 2012.11.08 2.213（全選挙区間）

東京都議会議員選挙 2013.06.23 2015.01.15 1.92（特例選挙区を除く）

千葉県議会議員選挙 2015.04.12 2016.10.18 2.51（全選挙区間）

東京都議会議員選挙 2017.07.02 2019.02.05 2.48（特例選挙区を除く）

※　三重県選挙管理委員会作成資料を基に調査会で加工

注　1993年6月選挙から2013年6月選挙まで、島部選挙区以外に特例選挙区だった千代田区選挙区

について裁判上争点となったため、当該選挙区を含めた
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図表 10 都道府県議会議員選挙の状況（最大較差） 

  

特例選挙区を

含まない

特例選挙区を

含む

1 北海道 5,381,733 100 53,817 2.942 -

2 青森県 1,308,265 48 27,256 2.17 -

3 岩手県 1,330,147 48 27,711 1.96 -

4 宮城県 2,348,165 59 39,799 1.98 -

5 秋田県 1,023,119 43 23,793 1.86 -

6 山形県 1,123,891 43 26,137 1.75 -

7 福島県 2,029,064 58 34,984 1.86 -

8 茨城県 2,916,976 62 47,048 1.93 -

9 栃木県 1,974,255 50 39,485 1.88 -

10 群馬県 1,973,115 50 39,462 2.238 -

11 埼玉県 7,266,534 93 78,135 2.84 -

12 千葉県 6,222,666 94 66,199 2.44 -

13 東京都 13,515,271 127 106,419 2.48 5.46

14 神奈川県 9,126,214 105 86,916 2.98895 -

15 新潟県 2,304,264 53 43,477 2.407 -

16 富山県 1,066,328 40 26,658 1.743 -

17 石川県 1,154,008 43 26,837 1.961 -

18 福井県 786,740 37 21,263 1.735 -

19 山梨県 834,930 37 22,566 1.8 -

20 長野県 2,098,804 57 36,821 2.1436 -

21 岐阜県 2,031,903 46 44,172 2.73 -

22 静岡県 3,700,305 68 54,416 2.464 -

23 愛知県 7,483,128 102 73,364 2.27 -

24 三重県 1,815,865 51 35,605 2.93 -

25 滋賀県 1,412,916 44 32,112 1.601 -

26 京都府 2,610,353 60 43,506 1.65 -

27 大阪府 8,839,469 88 100,449 1.992 -

28 兵庫県 5,534,800 86 64,358 2.9 3.16

29 奈良県 1,364,316 43 31,728 1.87 -

30 和歌山県 963,579 42 22,942 1.71 -

31 鳥取県 573,441 35 16,384 1.9 -

32 島根県 694,352 37 18,766 1.873 -

33 岡山県 1,921,525 55 34,937 2.43 -

34 広島県 2,843,990 64 44,437 2.361 -

35 山口県 1,404,729 47 29,888 2.061 -

36 徳島県 755,733 38 19,888 2.528 3.104

37 香川県 976,263 41 23,811 2.05 -

38 愛媛県 1,385,262 47 29,474 1.777 -

39 高知県 728,276 37 19,683 2.55 -

40 福岡県 5,101,556 87 58,639 2.58 -

41 佐賀県 832,832 38 21,917 1.48 -

42 長崎県 1,377,187 46 29,939 1.893 -

43 熊本県 1,786,170 49 36,452 2.157 -

44 大分県 1,166,338 43 27,124 2.147 -

45 宮崎県 1,104,069 39 28,309 1.78 -

46 鹿児島県 1,648,177 51 32,317 2.09 -

47 沖縄県 1,434,138 48 29,878 1.208 -

都道府県

（注１）

人口

（注２）
議員定数

議員１人当たり人口

（人口／議員定数）

最大較差

注１）岩手県、宮城県及び福島県は平成27年、沖縄県は平成28年、東京都は平成29年、茨城県は平成30年、

　　その他の道府県は平成31年統一地方選挙

注２）人口は、岩手県、宮城県及び福島県は平成22年国勢調査、沖縄県は平成27年国勢調査速報値、

　　その他の都道府県は平成27年国勢調査

※　全国都道府県議会議長会事務局「平成31年統一地方選挙に向けた議員定数等に関する調」を基に調査会で作成
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なお、人口比例の原則に従ったとしても、現在一般に採用されてい

る算出方式（ヘアー式最大剰余法5）では、一票の較差が２倍以上にな

ることはあり得る。例えば、Ａ選挙区の人口を議員一人当たりの人口

で割った値が 1.4で、Ｂ選挙区の人口を議員一人当たりの人口で割っ

た値が 0.5の場合で、第２次配分として小数第一位が５の選挙区まで

議席が配分される場合、Ａ選挙区、Ｂ選挙区ともに選挙区の定数が１

となる場合もあり得るが、この場合、Ａ選挙区とＢ選挙区の一票の較

差は、2.8倍となり、一票の較差は２倍以上となる。 

 

また、判例が裁量権の行使の合理性の判断について考慮要素として

いるものとして、前述した一票の較差、後述する逆転現象のほかに、

人口比定数と現実の定数の隔たりの程度があるとされている。 

  

                         

5 行政実例により、公職選挙法第 15条第８項における人口比例の計算方法は、ヘアー式最

大剰余法によるものとされている。ヘアー式最大剰余法とは、まず議員一人当たりの人

口を求め、各選挙区の人口を議員一人当たりの人口で割り、商と剰余（余り）を求め

る。そして、各選挙区には商に相当する議席が第 1次配分として配分され、残りの議席

を剰余の大きい選挙区の順に定数に達するまで第 2次配分として議席が配分される方法

のことをいう。 
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すなわち、人口比例の原則によって定数を配分したとしても生じる

一票の較差は、いわば適法な較差というべきであり、現実の較差がそ

の範囲内に止まるか否かは、較差の許容限度を見る上で、一つの重要

な目安になり得るとされている点には留意する必要がある。 

 

○ 財団法人法曹会編集『最高裁判所判例解説民事篇 平成 5年度（下）（4月

～12月分）』財団法人法曹会、平成 8年、969頁-971頁（平成５年判解民事

43事件/綿引万里子） 

具体的に定められた定数配分規定の下における投票価値の不平等が「一般

的に合理性を有するものとは考えられない程度に達している」というべきか

否かを判断するに当たって、従来の最高裁判決は、次のような事項の全部又

は一部を指摘している。 

⑴ 選挙区の人口と配分された定数との比率の最大較差 

ア 特例選挙区とその他の選挙区間における右最大較差 

イ 特例選挙区を除いたその他の選挙区間における右最大較差 

⑵ 人口比定数と現実の定数の隔たりの程度 

ア 現定数配分規定による投票価値の最大較差は、人口比定数によるそ

れよりも拡大しているか、縮小しているか。 

イ 現定数と人口比定数が不一致の選挙区の数 

ウ 人口比定数よりも複数定数が不足する選挙区の数 

⑶ 逆転現象 

ア 逆転現象の有無、例数 

イ 二人以上の顕著な逆転現象の有無、例数 

〔略〕 

一般合理性の基準によって、定数配分規定の公選法一五条七項※違反の有無

を判断するに当たり、人口比定数と現実の定数の隔たりの程度が一つの重要

な考慮要素になるものと思われる。すなわち、公選法一五条一ないし三項、

二七一条二項等の選挙区割りに関する規定に従って適法に選挙区割りがされ

た各選挙区に、同法一五条七項本文※が定める人口比例の原則によって定数配

分したとしても生じる議員一人に対する人口の較差（計算上の数値）は、公

選法上適法な選挙区割りと定数配分によっても生じる、いわば適法な較差と

いうべきであり、現実の較差がその範囲内に止まるか否かは、較差の許容限

度を見る上で、一つの重要な目安になるということができよう。 

※ 注：上記引用における公職選挙法第 15条第 7項は、現行法における同条第

８項を指す。 
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また、選挙区の人口は常に一定ではないため、選挙区の区割りに変

更がなかったとしても、一票の較差について、第三者機関を活用する

など、定期的な見直しを行う必要がある。 

 

なお、現行法の算出方法として認められているわけではないが、一

票の較差を考えるに当たっては、全ての選挙区の中で一票の価値を比

較するような従来の考え方ではなく、地域を二段階に考え、大枠の地

域（例：北部、中部、南部）の中で、それぞれの選挙区間の一票の価

値を比較することも今後の議会の在り方としては考えられる。 

 

イ 逆転現象 

 特別の事情を加味した結果として、ある選挙区が、別の選挙区と比

較して、有権者数は多いのに議員定数が少なくなるいわゆる逆転現象

がみられることがある。しかし、投票価値の平等という観点から、逆

転現象は解消すべきである。 

 

なお、論理的には、逆転現象があったからといって、一票の較差に

はそれほど大きくは影響しないこともあり得るが、特に定数１の選挙

区と定数２の選挙区の人口が逆転することは、それだけで２倍以上の

較差が生じることから避けるべきである。 

 

４ 補完措置 

「第２章３⑷ 代表選出方法等」で述べたように、選挙区や定数、議員

選出手法といった選挙制度以外にも多元的な利害・関心を議会に反映させ

るための補完措置は考えられる。 

 

例えば、正式な議会の構成員にならないにしても、各市町の代表的立場

にある者の参画を認める新たな制度があれば、県議会が人口比例の下で構

成されたとしても、人口の少ない市町（地域）の声を生かすことができ

る。 

 

また、公聴会や参考人制度を積極的に活用すること、議会の附属機関等

として、地域や外国人、女性の問題など選挙制度では十分に代表すること

ができない声を聞く場を設けること、議事堂以外の各地域において議会の

会議を開催することなどが補完措置として考えられる。 



 

47 

 

 

なお、補完措置は、あくまで補完措置であり、県議会こそが、代表民主

制をとる意思決定機関であることは忘れてはならない。  
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５ 次の三重県議会議員選挙に向けて 

次の三重県議会議員選挙に向けた県議会での議論の参考として、選挙区

及び定数の見直しに関する調査会の考え方を記述する。 

 

また、三重県議会が平成 26年（2014年）及び平成 28年（2016年）に

設置した選挙区調査特別委員会において、選挙区及び定数の見直しに関す

る議論を行う中で、８つの課題（①一票の較差の是正、②総定数の検討、

③選挙区の見直し、④１人区の検討、⑤逆転現象の是正、⑥適正な定数の

基準、⑦地域間格差の問題、⑧定数増の検討）が提示されており、それら

の課題との関連についても触れる。 

 

なお、次の三重県議会議員選挙を想定しており、現行法を前提とした記

述であることを念のため申し添えておく。 

 

⑴ 総定数（②、⑥、⑧）「１ 総定数の在り方」参照 

総定数については、一般論として、人口の減少に沿って削減すること

を基本とすること。ただし、議会の費用を考慮することで総定数を調節

していくことはあり得る。 

 

⑵ 選挙区の区割り（①、③、④）「２ 選挙区の区割りの在り方」参照 

選挙区の区割りについては、地域の特性を尊重した選挙区とするこ

と。 

※ 一票の較差の是正及び一人区の解消について最大限配慮を要する。 

※ 市町レベルが１つの地域であるが、市町レベルを超えた地域のまと

まりが、選挙区の区割りにおいては重要となる。 

 

⑶ 選挙区ごとの議員定数 

ア 人口比例の原則（①）「３⑴ 人口比例の原則」参照 

選挙区ごとの議員定数は、原則として、人口比例とすること。 

 

イ 一人区（③、④）「２ 選挙区の区割りの在り方」参照 

一人区が発生した場合は、合区等により回避するよう努めること。 

※ 一人区を避けるためには、多くの基礎的自治体を包摂した選挙区

を作ることが考えられる。 
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ウ 地域間の均衡にかかる特別の事情（①、⑤、⑦、⑧）「３⑵ 特別

の事情」参照 

人口比例以外の基準も用いて定数配分を行う場合には、地域の状況

に応じた合理的なものであり、かつ、おおむね人口を基準とする範囲

内にとどめるとともに、その必要性及び合理性を県民に説明するこ

と。 

※ 地域間の均衡を考慮した定数配分の結果として、一票の較差が拡

大する場合や逆転現象が生じる場合があるが、その場合は、それぞ

れの項目に記載した考え方も満たされるべきである。 

 

エ 一票の較差（①、③）「３⑶ア 一票の較差」参照 

一票の較差については、２倍未満とし、地域間の均衡にかかる特別

の事情があるときでも、おおむね人口を基準とする観点から、最大で

も３倍未満とすること。 

※ 地域間の均衡を考慮する場合であっても、考慮した結果生じる一

票の較差が人口比例の原則によって算出された定数における一票の

較差と大きく乖離することは避けること。 

※ 具体的な検討に当たっては、現在の選挙区を前提とするならば、

較差が２倍以上となっている選挙区については、当該選挙区の定数

の減少又は合区による選挙区の人口の増加によって適正化させるこ

とが望ましい。なお、既存の選挙区の合区を検討するに当たって

は、地域の特性を無視した合区は行わないこと。 

 

オ 逆転現象（③、⑤）「３⑶イ 逆転現象」参照 

逆転現象については、解消すること。 

※ 特に定数１の選挙区と定数２の選挙区の人口が逆転することは、

それだけで２倍以上の較差が生じることから避けること。 

  



 

50 

 

おわりに 

中間報告（論点整理）の「おわりに」でも触れたとおり、今日の県議会を取

り巻く課題は、「人口減少」だけではない。課題の設定が、県議会の在り方等

の検討に影響を与える可能性があることから、「人口減少」に焦点を当てなが

らも、それにとどまらず幅広に議論を行ってきたところではあるが、今日の県

議会を取り巻く課題の全てに言及できたわけではない。 

 

その上で、本報告は、人口減少・地方創生時代における三重県議会の議員の

定数及び選挙区の在り方について調査したものであり、令和５年（2023年）に

予定されている次の統一地方選挙に向けての議論にとどまらず、今後の三重県

議会における定数及び選挙区に関する議論の一助となれば幸いである。 

 

また、三重県議会基本条例第６条の２では、「議会は、議員の定数並びに選

挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、県民意思等が的確に

反映されるよう不断の見直しを行うものとする。」との規定がある。 

 

この規定を単なる努力目標にとどめることのないよう、例えば、第三者機関

の設置など、見直しのための議論の場を定期的に開催する制度を三重県議会に

おいて設けることを期待したい。 

 

そして、在るべき定数及び選挙区を真に実現するためには、法改正が望まし

いことから、分権時代を先導する議会を目指す三重県議会として、選挙制度の

見直しについて国に要望していくことを期待したい。 

 

最後に、県議会の制度の選択が、あらかじめ県政の方向性を決めてしまうよ

うな暗黙・潜在的な政策指向性を有することのないように留意する必要がある

ことを申し添える。 

 


